
令和２年（2020 年）8 月 19 日 

横須賀市学校給食運営審議会委員長様 

横須賀市教育委員会 

諮 問 文 
 

下記に掲げる事項について、貴審議会のご意見を賜りたく諮問いたします。 

記 

 
１ 諮問事項 
   小学校給食の給食費の改定要否および中学校完全給食の給食費の設定について 
 
２ 趣旨 
   現在の本市の学校給食事業は、小学校 46 校及び特別支援学校の 2 校が完全給食、中

学校 23 校が家庭からの弁当持参によるミルク給食で運営しております。 
実施運営にあたっての経費は、学校給食法の定める施設、設備、運営等に関する経費

は市が、食材料は学校給食費として保護者が負担しており、その徴収管理等は、平成 30
年度から市が行う公会計制度をとっております。 

平成 30 年度には、小学校等の給食について、原材料費の価格上昇の影響で、栄養価
が下降傾向となり、それを是正するため、横須賀市学校給食運営審議会の答申を踏まえ、
増額改定を行いました。 

そして、令和３年 8 月下旬には、中学校において、センター方式による中学校の完全
給食実施を予定しております。 

学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達のため、安全で栄養バランスのとれた食事
を提供することにより、健康増進を図るとともに、正しい食習慣の形成、好ましい人間
関係の育成等「食育」の分野も担い、教育活動の一環としても非常に重要なものです。 

つきましては、本市の将来を担う児童生徒に対し、安全・安心で栄養バランスのとれ
た給食を提供するため、平成 30 年度に改定した小学校等給食費の改定の要否および中
学校完全給食の給食費の新たな設定について諮問をいたします。 

以上 


